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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カッターヘッドとカップ本体を含み、
　前記カッターヘッドにはカッターが設けられ、前記カッターヘッドのサイドウォールと
前記カッターヘッドの横断面との交線をカッターヘッドの輪郭線とし、前記カッターヘッ
ドの輪郭線の最大内接円、又は最小外接円をカッターヘッドのベース円としたとき、カッ
ターヘッドの中心軸線が前記カッターヘッドのベース円の円心を通り、
　前記カップ本体は、前記カッターヘッドの上方に位置し、前記カッターヘッド上に設け
られ、前記カップ本体のカップ壁と前記カップ壁の横断面との交線をカップ本体の輪郭線
とし、前記カップ本体の輪郭線の最大内接円、又は最小外接円をカップ本体のベース円と
したとき、カップ本体の中心軸線が前記カップ本体のベース円の円心を通り、
　カップ本体の同一輪郭線における異なる点から、前記カップ本体のベース円の円心まで
の距離が異なり、
　カッターヘッドの同一輪郭線における異なる点から、前記カッターヘッドのベース円の
円心までの距離が同じ又は異なり、
　前記カップ本体の中心軸線は、前記カッターの軸線と重なっており、前記カッターヘッ
ドの中心軸線との間に、偏心距離Ｌ３があることを特徴とする食物調理器。
【請求項２】
　カッターヘッドとカップ本体を含み、
　前記カッターヘッドにはカッターが設けられ、前記カッターヘッドのサイドウォールと
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前記カッターヘッドの横断面との交線をカッターヘッドの輪郭線とし、前記カッターヘッ
ドの輪郭線の最大内接円、又は最小外接円をカッターヘッドのベース円としたとき、カッ
ターヘッドの中心軸線が前記カッターヘッドのベース円の円心を通り、
　前記カップ本体は、前記カッターヘッドの上方に位置し、前記カッターヘッド上に設け
られ、前記カップ本体のカップ壁と前記カップ壁の横断面との交線をカップ本体の輪郭線
とし、前記カップ本体の輪郭線の最大内接円、又は最小外接円をカップ本体のベース円と
したとき、カップ本体の中心軸線が前記カップ本体のベース円の円心を通り、
　カップ本体の同一輪郭線における異なる点から、前記カップ本体のベース円の円心まで
の距離が異なり、
　カッターヘッドの同一輪郭線における異なる点から、前記カッターヘッドのベース円の
円心までの距離が同じ又は異なり、
　前記カップ本体の中心軸線と、前記カッターヘッドの中心軸線との間に、偏心距離Ｌ４
があり、
　前記カッターヘッドの中心軸線と、前記カッターの軸線との間に、偏心距離Ｌ５があり
、
　前記カップ本体の中心軸線と、前記カッターの軸線との間に、偏心距離Ｌ６があること
を特徴とする食物調理器。
【請求項３】
　輪郭線における異なる点からベース円の円心までの距離から、ベース円の半径をマイナ
スした絶対値である輪郭偏心距離を更に含み、
　前記カップ本体の輪郭偏心距離はＬ７であり、前記カッターヘッドの輪郭偏心距離はＬ
８であることを特徴とする請求項１又は２に記載の食物調理器。
【請求項４】
　前記偏心距離Ｌ３のとる値の範囲は、０ｍｍ≦Ｌ３≦５０ｍｍであることを特徴とする
請求項１に記載の食物調理器。
【請求項５】
　前記偏心距離Ｌ４、前記偏心距離Ｌ５及び前記偏心距離Ｌ６のとる値の範囲は、それぞ
れ、０ｍｍ≦Ｌ４≦５０ｍｍ、０ｍｍ≦Ｌ５≦５０ｍｍ、０ｍｍ≦Ｌ６≦５０ｍｍである
ことを特徴とする請求項２に記載の食物調理器。
【請求項６】
　前記カップ本体の輪郭偏心距離Ｌ７、前記カッターヘッドの輪郭偏心距離Ｌ８のとる値
の範囲は、それぞれ、０ｍｍ≦Ｌ７≦１００ｍｍ、０ｍｍ≦Ｌ８≦１００ｍｍであること
を特徴とする請求項３に記載の食物調理器。
【請求項７】
　前記カッターヘッドと前記カップ本体とは、一体構造又は別体構造であることを特徴と
する請求項１乃至６のいずれか一項に記載の食物調理器。
【請求項８】
　前記カップ本体の横断面は凸円形であり、及び／又は、前記カッターヘッドの横断面は
凸円形であることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の食物調理器。
【請求項９】
　前記カップ壁は、前記カップ本体の外壁と前記カップ本体の内壁とを含み、
　前記カップ本体の前記輪郭線は、前記カップ本体の外壁と前記カップ本体の外壁横断面
との交線であり、又は、前記カップ本体の前記輪郭線は、前記カップ本体の内壁と前記カ
ップ本体の内壁横断面との交線であることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に
記載の食物調理器。
【請求項１０】
　前記カッターは、少なくとも２セットのナイフブレードを含み、各セットのナイフブレ
ードは、少なくとも２枚のブレードを含み、
　１セットの前記ナイフブレードのブレードが下向きに傾いて延伸し、１セットの前記ナ
イフブレードのブレードが上向きに傾いて延伸し、又は、
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　１セットの前記ナイフブレードのブレードが水平に延伸し、１セットの前記ナイフブレ
ードのブレードが、上向き又は下向きに傾いて延伸することを特徴とする請求項１乃至６
のいずれか一項に記載の食物調理器。
【請求項１１】
　前記カッターは２セットのナイフブレードであり、それぞれは、第１のナイフブレード
と第２のナイフブレードであり、各セットの前記ナイフブレードは２枚のブレードからな
り、
　前記第１のナイフブレードのブレードは、傾斜部と水平部とを含み、前記傾斜部が、前
記カッターヘッドの中心軸線に接近し、前記水平部が前記カッターヘッドの中心軸線から
離れ、
　前記第１のナイフブレードのブレードが下向きに傾いて延伸し、且つ前記第２のナイフ
ブレードの下方に設けられ、前記第２のナイフブレードのブレードが上向きに傾いて延伸
することを特徴とする請求項１０に記載の食物調理器。
【請求項１２】
　前記第１のナイフブレードと前記第２のナイフブレードとは、一体構造であることを特
徴とする請求項１１に記載の食物調理器。
【請求項１３】
　前記カップ本体内にはスポイラーリブが設けられ、前記カップ本体にはカップ蓋が設け
られ、前記カップ蓋には投入口が設けられ、前記投入口には投入口カバーが設けられてい
ることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の食物調理器。
【請求項１４】
　前記カップ本体が設置されるカップ台を更に含み、
　前記カップ本体と前記カップ台とは、螺合接続されるか、又は係着されることを特徴と
する請求項１乃至６のいずれか一項に記載の食物調理器。
【請求項１５】
　前記カッターヘッドと前記カップ本体との間に、リングシールが設けられ、前記カップ
本体と前記カップ台が螺合接続されることにより、前記カッターヘッドを前記カップ本体
の底部に押し付けて固定することを特徴とする請求項１４に記載の食物調理器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生活用電機分野に関し、特に、食物調理器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のミキシングシステムは、通常に規則的であり、カッターヘッドの中心軸線、カッ
ターの中心軸線、及びカップ本体の中心軸線が共線し、カッターヘッド輪郭とカップ本体
輪郭の形状が規則的であり、スポイラー（攪拌）効果が良くなく、破砕性能が悪い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、少なくとも上記課題の一つを解決することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様は、食物調理器を提供する。
【０００５】
　これに鑑み、本発明の一態様の実施例によれば、カッターヘッドとカップ本体を含み、
カッターヘッドにはカッターが設けられ、カッターヘッドのサイドウォールとカッターヘ
ッドの横断面との交線をカッターヘッドの輪郭線とし、カッターヘッドの輪郭線の最大内
接円、又は最小外接円をカッターヘッドのベース円としたとき、カッターヘッドの中心軸
線がカッターヘッドのベース円の円心を通り、カップ本体は、カッターヘッドの上方に位
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置し、カッターヘッド上に設けられ、カップ本体のカップ壁とカップ壁の横断面との交線
をカップ本体の輪郭線とし、カップ本体の輪郭線の最大内接円、又は最小外接円をカップ
本体のベース円としたとき、カップ本体の中心軸線がカップ本体のベース円の円心を通り
、カップ本体の同一輪郭線における異なる点から、前記カップ本体のベース円の円心まで
の距離が異なり、カッターヘッドの同一輪郭線における異なる点から、前記カッターヘッ
ドのベース円の円心までの距離が同じ又は異なることを特徴とする食物調理器を提供する
。
　上記技術案において、カップ本体の中心軸線は、カッターの軸線と重なっており、カッ
ターヘッドの中心軸線との間に、偏心距離Ｌ３があることが好ましい。　
　上記技術案において、カップ本体の中心軸線と、カッターヘッドの中心軸線との間に、
偏心距離Ｌ４があり、カッターヘッドの中心軸線と、カッターの軸線との間に、偏心距離
Ｌ５があり、カップ本体の中心軸線と、カッターの軸線との間に、偏心距離Ｌ６があるこ
とが好ましい。　
【０００６】
　本発明で提供する食物調理器は、一態様として、カップ本体の同一輪郭線における異な
る点から、前記カップ本体のベース円の円心までの距離が異なり、カッターヘッドの同一
輪郭線における異なる点から、前記カッターヘッドのベース円の円心までの距離が同じで
ある。即ちカップ本体輪郭線が偏心し、カッターヘッド輪郭線が偏心しない。カップ本体
輪郭の偏心技術を採用した食物調理器によって、食物攪拌を行うことで、攪拌のスワール
（旋回流）効果が改善でき、食物のカップ本体内でのかき混ぜ速度を異ならせて、カッタ
ーが食物を粉砕することに有利であり、さらに攪拌性能を向上させ、食物の食感が良くて
、ユーザー体験を向上させる。一態様として、カップ本体の同一輪郭線における異なる点
から、前記カップ本体のベース円の円心までの距離が異なり、即ちカップ本体輪郭線が偏
心しており、且つカッターヘッドの同一輪郭線における異なる点から、前記カッターヘッ
ドのベース円の円心までの距離が異なり、即ちカッターヘッド輪郭線も偏心している。即
ち、カップ本体輪郭が偏心し、且つカッター輪郭も偏心している。このような偏心技術を
採用した食物調理器によって、食物攪拌を行うことで、攪拌のスワール効果が改善でき、
カッターが食物を粉砕することに有利であり、さらに攪拌性能を向上させ、食物の食感が
良くて、ユーザー体験を向上させる。更に、カップ本体の中心軸線、カッターヘッドの中
心軸線、及びカッターの軸線の相対的な位置を調整することで、相互的な偏心を実現し、
更に偏心技術によって、スポイラー効果を改善し、攪拌性能を向上させる。更に、食物調
理器のカップ本体は、上部開口と下部開口を有し、且つ前記カップ本体の横断面積が、上
から下に向かって小さくなり、即ちカップ本体全体が一定のテーパを有し、下端の横断面
積より、上端の横断面積が大きく、一方では、カッターが食物を破砕することに有利であ
り、他方では、一定のテーパを有するカップ本体は、スポイラーに有利であり、食物のス
ポイラー効果及び破砕効果を改善させ、食物の食感を向上させる。
　当該技術方案において、カップ本体の中心軸線はカッターの軸線と重なっており、カッ
ターヘッドの中心軸線との間に、偏心距離Ｌ３を有する。即ちカップ本体輪郭の偏心と、
カップ本体とカッターとが同軸でありカッターヘッドの軸線との間に偏心距離Ｌ３を有す
ることを組み合わせ、この偏心構造を採用することによって、攪拌のスワール効果を改善
し、カッターが食物を粉砕することに有利であり、さらに攪拌性能を向上させ、食物の食
感が良くて、ユーザー体験を向上させる。
　当該技術方案において、カップ本体の中心軸、カッターヘッドの中心軸、及びカッター
軸の間に、いずれも偏心距離を有する。この偏心構造を採用することによって、攪拌のス
ワール効果を更に改善し、カッターが食物を粉砕することに有利であり、さらに攪拌性能
を向上させ、食物の食感が良くて、ユーザー体験を向上させる。カップ本体の中心軸線、
カッターの中心軸線、及びカッターヘッドの中心軸線が、非直線又は非平行である時に、
各中心軸線の間の距離というのは、各中心軸線と任意の同一横断面との交点間の距離を示
す。
【０００７】
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　また、本発明で提供する上記実施例における食物調理器は、さらに以下の付加的な技術
的特徴を有する。
【００２２】
　上記技術案において、輪郭線における異なる点からベース円の円心までの距離から、ベ
ース円の半径をマイナスした絶対値である輪郭偏心距離を更に含み、カップ本体の輪郭偏
心距離はＬ７であり、カッターヘッドの輪郭偏心距離はＬ８であることが好ましい。
【００２３】
　当該技術方案において、一態様として、カッターヘッド輪郭が偏心しなく、カップ本体
の輪郭偏心距離はＬ７である。一態様として、カップ本体の輪郭偏心距離はＬ７であり、
カッターヘッドの輪郭偏心距離はＬ８である。偏心構造によって、スポイラー効果を改善
して、さらに破砕性能を向上させる。
【００２６】
　上記技術案において、偏心距離Ｌ３のとる値の範囲は、０ｍｍ≦Ｌ３≦５０ｍｍである
ことが好ましい。
【００２７】
　上記技術案において、前記偏心距離Ｌ４、前記偏心距離Ｌ５及び前記偏心距離Ｌ６のと
る値の範囲は、それぞれ、０ｍｍ≦Ｌ４≦５０ｍｍ、０ｍｍ≦Ｌ５≦５０ｍｍ、０ｍｍ≦
Ｌ６≦５０ｍｍであることが好ましい。
【００２８】
　上記技術案において、カップ本体の輪郭偏心距離Ｌ７、カッターヘッドの輪郭偏心距離
Ｌ８のとる値の範囲は、それぞれ、０ｍｍ≦Ｌ７≦１００ｍｍ、０ｍｍ≦Ｌ８≦１００ｍ
ｍであることが好ましい。
【００２９】
　当該技術方案において、合理的な偏心距離を設置することによって、最適なスポイラー
効果を実現し、攪拌性能を向上する。
【００３０】
　上記技術案において、カッターヘッドとカップ本体とは、一体構造又は別体構造である
ことが好ましい。
【００３１】
　当該技術方案において、一態様として、カッターヘッドとカップ本体とは一体構造であ
り、安定性が良く、取り付け易く、生産効率を向上させ、輪郭偏心は部品の一部分でよい
。一態様として、カッターヘッドとカップ本体とは別体構造であり、取外・メンテナンス
に便利であるが、カッターヘッドとカップ本体の密封性を保証するために、カッターヘッ
ドとカップ本体との間にリングシールが設けられることが好ましい。
【００３２】
　上記技術案において、カップ本体の横断面は凸円形であり、及び／又は、カッターヘッ
ドの横断面は凸円形であることが好ましい。
【００３３】
　当該技術方案において、一態様として、カップ本体の横断面が凸円形である。一態様と
して、カップ本体とカッターヘッドの横断面がともに凸円形である。不規則な曲線で偏心
を作ることで、カップ本体のスポイラー効果を改善し、カッターが食物を粉砕することに
有利であり、さらに攪拌性能を向上させる。更に、凸円形は楕円であり、カップ本体の横
断面は楕円である。このような構造のカップ本体が加工し易く、同時に、カッターヘッド
中心軸、カッター中心軸、及びカップ本体中心軸を、それぞれ楕円の両軸線に配置して、
偏心を形成することで、構造が簡単で、操作し易く、且つ更にカップ本体のスポイラー効
果を改善し、カッターが食物を粉砕することに有利であり、さらに攪拌性能を向上させる
。
【００３４】
　上記技術案において、カップ壁は、カップ本体の外壁とカップ本体の内壁とを含み、カ
ップ本体の輪郭線は、カップ本体の外壁とカップ本体の外壁横断面との交線であり、又は
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、カップ本体の輪郭線は、カップ本体の内壁とカップ本体の内壁横断面との交線であるこ
とが好ましい。
【００３５】
　当該技術方案において、カップ本体の輪郭線は、カップ本体の外壁とカップ壁横断面と
の交線であっても良く、カップ本体の内壁とカップ壁横断面との交線であっても良い。様
々な方法で輪郭線を取得でき、且つ同一輪郭線における異なる点から、前記カッターヘッ
ドにおける前記ベース円の円心までの距離が異なって、偏心構造を形成して、さらにスワ
ール効果を改善し、攪拌性能を向上させる。
【００３６】
　上記いずれか一つの技術案において、カッターは、少なくとも２セットのナイフブレー
ドを含み、各セットのナイフブレードは、少なくとも２枚のブレードを含み、１セットの
ナイフブレードのブレードが下向きに傾いて延伸し、１セットのナイフブレードのブレー
ドが上向きに傾いて延伸し、又は、１セットのナイフブレードのブレードが水平に延伸し
、１セットのナイフブレードのブレードが、上向き又は下向きに傾いて延伸することが好
ましい。
【００３７】
　当該技術方案において、複数のセットのナイフブレードを設け、且つ各セットのナイフ
ブレードの延伸角度が異なることで、カップ本体のスポイラー効果を更に向上させ、カッ
ターと食物との接触面積を増加して、食物に対する複数回の破砕を実現し、食物の破砕が
もっと徹底的になり、食物の食感が良く、ユーザー使用の満足度を向上させる。
【００３８】
　上記技術案において、カッターは２セットのナイフブレードであり、それぞれは、第１
のナイフブレードと第２のナイフブレードであり、各セットのナイフブレードは２枚のブ
レードからなり、第１のナイフブレードのブレードは、傾斜部と水平部とを含み、傾斜部
が、カッターヘッドの中心軸線に接近し、水平部が前記カッターヘッドの中心軸線から離
れ、第１のナイフブレードのブレードが下向きに傾いて延伸し、且つ第２のナイフブレー
ドの下方に設けられ、第２のナイフブレードのブレードが上向きに傾いて延伸することが
好ましい。
【００３９】
　当該技術方案において、２セットのナイフブレードを設け、第１のナイフブレードが第
２のナイフブレードの上方に設けられ、且つ第１のナイフブレードのブレードが下向きに
延伸し、第２のナイフブレードの方向は上向きに延伸し、延伸する方向は逆である。上方
両側のナイフブレードを設けることによって、カッターと食物との接触面積を十分に増加
させ、破砕効率を向上させる。ブレードの延伸方向を逆方向に設けることによって、異な
る高さのスポイラー効果と破砕効果を更に改善し、食物破砕効率を全体的に向上させ、破
砕効果も改善されて、食物の食感とユーザーの使用体験を向上させる。
【００４０】
　上記技術案において、第１のナイフブレードと第２のナイフブレードとは、一体構造で
あることが好ましい。
【００４１】
　当該技術方案において、２セットのナイフブレードを一体構造に設けることによって、
カッターの全体強度を強化させ、カッター使用の信頼性を保証し、カッターの使用寿命を
延ばし、且つ一体式カッターは、メンテナンスと取付に便利であり、生産効率を向上させ
る。
【００４２】
　上記いずれか一つの技術案において、カップ本体内にはスポイラーリブが設けられ、カ
ップ本体にはカップ蓋が設けられ、カップ蓋には投入口が設けられ、投入口には投入口カ
バーが設けられていることが好ましい。
【００４３】
　当該技術方案において、カップ本体には、スポイラーリブを設けることで、スポイラー
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効果と破砕効果を更に改善し、カップ本体には、カップ蓋を設けることで、カップ本体が
食物を破砕する過程における飛散で、衛生環境に影響することがないように保証する。更
に、カップ蓋には、投入口を設け、投入し易く、カップ蓋を頻繁に開けることを避け、操
作ステップを減少できる。カップ本体内に不純物が入らないことを保証するために、投入
口には、投入口カバーを設けて、投入完了後、投入口カバーで、投入口を閉めて、使用の
衛生性を保証する。
【００４４】
　上記技術案において、カップ本体が設置されるカップ台を更に含み、カップ本体と前記
カップ台とは、螺合接続されるか、又は係着されることが好ましい。
【００４５】
　当該技術方案において、カップ本体がカップ台に設置され、カップ本体とカップ台とは
螺合接続されるか、又は係着され、構造が簡単で、取付及び取外しに便利であり、生産効
率を向上させ、生産コストを低減する。
【００４６】
　上記技術案において、カッターヘッドとカップ本体との間に、リングシールが設けられ
、カップ本体とカップ台が螺合接続されることにより、カッターヘッドをカップ本体の底
部に押し付けて固定することが好ましい。
【００４７】
　当該技術方案において、カッターヘッドとカップ本体との間にリングシールを設けるこ
とによって、カップ本体とカッターヘッドとの間の密封効果を保証し、更に、カップ本体
とカップ台の螺合接続によって、カッターヘッドがカップ本体底部に押し付けられるので
、カッターヘッドの固定に更に有利であり、使用の安全性を保証する。
【００４８】
　本発明の他の様態やメリットは以下の説明によって明確になり、又は本発明を実施する
ことで理解できる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
　本発明の上記及び／又は他の態様やメリットは、以下の図面を結合した実施例の説明か
ら明確になり、容易に理解することができる。
【図１】最小外接円を示す模式図。
【図２】最大内接円を示す模式図。
【図３】本発明の一実施例の食物調理器構造を示す模式図。
【図４】本発明の他の一つの実施例の食物調理器の構造を示す模式図。
【図５】本発明のもう一つの実施例の食物調理器の構造を示す模式図。
【図６】本発明のもう一つの実施例の食物調理器の構造を示す模式図。
【図７】本発明のもう一つの実施例の食物調理器の構造を示す模式図。
【図８】本発明の一実施例のカッターヘッド偏心構造を示す模式図。
【図９】本発明の他の一つの実施例のカッターヘッド偏心構造を示す模式図。
【図１０】本発明の一実施例の食物調理器の分解構造を示す模式図。
【図１１】図１０に示した実施例の食物調理器の組立後の構造を示す模式図。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　本発明の上記目的、特徴、メリットを一層明確に理解するように、以下、図面と具体な
実施形態を結合して本発明を更に詳しく説明する。なお、衝突しない限り、本願の実施例
及び実施例中の特徴を組み合せすることができる。
【００５１】
　本発明を充分に理解するように、以下の説明で多くの具体な詳細を説明するが、本発明
はここで説明する形態と異なる形態で実施することもできるので、本発明の保護範囲は以
下で開示する具体な実施例に限定されない。
【００５２】
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　以下、図１乃至図１１を参照して、本発明に係る一部の実施例による食物調理器を説明
する。
【００５３】
　図３乃至図７に示すように、本発明で提供する食物調理器１は、カッターヘッド１０４
とカップ本体１０２を含み、カッターヘッド１０４にはカッター１０６が設けられ、カッ
ターヘッド１０４のサイドウォールとカッターヘッド１０４の断面との交線をカッターヘ
ッドの輪郭線とし、カッターヘッドの輪郭線の最大内接円、又は最小外接円をカッターヘ
ッドのベース円としたとき、カッターヘッド１０４の中心軸線がカッターヘッドのベース
円の円心を通り、カップ本体１０２は、カッターヘッド１０４の上方に位置し、カッター
ヘッド１０４上に設けられ、カップ本体１０２のカップ壁とカップ壁の断面との交線をカ
ップ本体の輪郭線１１０とし、カップ本体の輪郭線１１０の最大内接円、又は最小外接円
をカップ本体のベース円１０８としたとき、カップ本体１０２の中心軸線がカップ本体の
ベース円１０８の円心を通り、カップ本体の同一輪郭線１１０における異なる点から、前
記カップ本体のベース円１０８円心までの距離が異なり、カッターヘッドの同一輪郭線に
おける異なる点から、前記カッターヘッドのベース円の円心までの距離が同じである。
【００５４】
　本発明で提供する食物調理器１は、図１に示すように、最小外接円とは、実際に測定さ
れた輪郭に外接可能な最小円で、その円心はＯであり、図２に示すように、最大内接円と
は、実際に測定された輪郭に内接可能な最大円で、その円心はＯ’である。本発明で提供
する食物調理器は、カッターヘッド輪郭線とカップ本体輪郭線の最大内接円、又は最小外
接円は、それぞれカッターヘッド輪郭線のカッターヘッドベース円、カップ本体輪郭線の
カップ本体ベース円であり、カッターヘッドの軸線とカップ本体の軸線は、それぞれカッ
ターヘッドベース円の円心とカップ本体ベース円の円心を通る。一態様として、カップ本
体の同一輪郭線１１０における異なる点から、前記カップ本体ベース円１０８円心までの
距離が異なり、カッターヘッドの同一輪郭線における異なる点から、前記カッターヘッド
ベース円の円心までの距離が同じ、即ちカップ本体輪郭線１１０が偏心し、カッターヘッ
ド輪郭線が偏心しない。カップ本体輪郭の偏心技術を採用した食物調理器１によって、食
物攪拌を行うことで、攪拌のスワール効果を改善し、食物のカップ本体内でのスポイラー
速度を異ならせて、カッター１０６が食物を粉砕することに有利であり、攪拌性能を更に
向上させ、食物の食感が良く、ユーザー体験を向上させる。一態様として、カップ本体の
同一輪郭線１１０における異なる点から、前記カップ本体ベース円１０８円心までの距離
が異なり、即ちカップ本体輪郭線１１０が偏心し、図８及び図９に示すように、カッター
ヘッドの同一輪郭線における異なる点から、前記カッターヘッドベース円の円心までの距
離が異なり、即ちカッターヘッド輪郭も偏心している。即ちカップ本体輪郭が偏心し、且
つカッター輪郭も偏心している。このような偏心技術を採用した食物調理器によって、食
物攪拌を行うことで、攪拌のスワール効果が改善でき、カッターが食物を粉砕することに
有利であり、さらに攪拌性能を向上させ、食物の食感が良く、ユーザー体験を向上させる
。更に、カップ本体の中心軸線、カッターヘッドの中心軸線、及びカッターの軸線の相対
的な位置を調整することによって、互いの偏心を実現し、偏心技術によって、スポイラー
効果を改善し、攪拌性能を向上させる。更に、食物調理器のカップ本体１０２は、上部開
口と下部開口を含み、且つ前記カップ本体１０２の横断面積が、上から下に向かって小さ
くなり、即ちカップ本体１０２全体は、一定のテーパを有し、下端の横断面積より、上端
の横断面積が大きいため、一方ではカッターが食物を破砕することに有利に働き、もう一
方では一定のテーパを有するカップ本体１０２は、スポイラーに有利であり、食物のスポ
イラー効果と破砕効果を更に改善し、食物の食感を向上させる。
【００５５】
　更に、本発明で提供する食物調理器１は、カッターヘッド１０４には、加熱装置が設け
られ、加熱装置は、発熱プレート、コイルプレート、及び加熱コーティング層などを含み
、発熱プレートは、凹溝式構造であり、カッター１０６は前記加熱装置を通してカッター
ヘッド内に設けられ、カップ本体１０２が加熱装置の上方に位置し、カップ本体１０２と
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カッターヘッドにはともにスポイラーリブ１１２が設けられる。カップ本体１０２を偏心
構造に設計することで、スポイラーリブ１１２と合わせて、攪拌のスポイラー効果を改善
し、カッター１０６が食物を粉砕することに有利であり、さらに攪拌性能を向上させ、食
物の食感が良く、ユーザー体験を向上させる。
【００５６】
　本発明の一実施例において、カッターヘッド１０４の中心軸線とカップ本体１０２の中
心軸線とは重なっていることが好ましい。
【００５７】
　この実施例において、カッターヘッド１０４とカップ本体１０２との中心線とは重なっ
ており、カッターヘッド輪郭が偏心しなく、カップ本体１０２輪郭が偏心している。食物
調理器１が偏心構造を採用して食物攪拌を行うことで、攪拌のスワール効果を改善し、カ
ッター１０６が食物を粉砕することに有利であり、さらに攪拌性能を向上させ、食物の食
感が良く、ユーザー体験を向上させる。更に、カッターの軸線とカッターヘッドの中心軸
線及びカップ本体の中心軸線の相対的な位置を変えることによって、スポイラー効果を改
善し、攪拌性能を向上させる。
【００５８】
　本発明の一実施例において、図３に示すように、カッターヘッド１０４の中心軸線とカ
ッター１０６の軸線とは、カップ本体１０２の中心軸線と重なっていることが好ましい。
【００５９】
　この実施例において、カップ本体ベース円の円心ＯＣを通るカップ本体１０２の中心軸
線、カッターの軸線ＯＫを通るカッター１０６の軸線、及びカッターヘッドベース円の円
心ＯＰを通るカッターヘッド１０４の中心軸線は重なっている。即ちカップ本体１０２、
カッターヘッド１０４、及びカッター１０６は同一中心軸線を有し、カップ本体１０２輪
郭が偏心し、カッターヘッド１０４輪郭が偏心しなく、且つカッターの軸線とカップ本体
、カッターヘッドの軸線が同軸である偏心構造を構成する。このような偏心構造を採用し
た食物調理器１で食物攪拌を行うことで、攪拌のスワール効果が改善でき、カッター１０
６が食物を粉砕することに有利であり、さらに攪拌性能を向上させ、食物の食感が良く、
ユーザー体験を向上させる。
【００６０】
　本発明の一実施例において、カッターヘッド１０４の中心軸線は、カップ本体１０２の
中心軸線と重なっており、カッター１０６の軸線との間に、偏心距離Ｌ１があることが好
ましい。
【００６１】
　この実施例において、図４に示すように、カッターヘッドベース円の円心ＯＰを通るカ
ッターヘッド１０４の中心軸線が、カップ本体ベース円の円心ＯＣを通るカップ本体１０
２の中心軸線と重なっており、カッターの軸線ＯＫを通るカッター１０６の軸線との間に
、偏心距離Ｌ１がある。即ちカップ本体輪郭が偏心している場合において、カッターの軸
線が、カップ本体の中心軸線とカッターヘッドの中心軸線に対して偏心している。カッタ
ー１０６の相対的な偏心とカップ本体輪郭の偏心とを組み合わせた構造により、攪拌のス
ワール効果を改善し、カッター１０６が食物を粉砕することに有利であり、さらに攪拌性
能を向上させ、食物の食感が良く、ユーザー体験を向上させる。
【００６２】
　本発明の一実施例において、カッターヘッド１０４の中心軸線とカップ本体１０２の中
心軸線とが重なっていないことが好ましい。
【００６３】
　この実施例において、カッターヘッド１０４の中心軸線が、カップ本体１０２の中心軸
線と重なっていない。即ち軸線が相対的に偏心している。同時にカップ本体１０２輪郭の
偏心と組み合わせて、この偏心構造を採用した食物調理器１によって、食物攪拌を行うこ
とで、攪拌のスワール効果が改善でき、カッター１０６が食物を粉砕することに有利であ
り、さらに攪拌性能を向上させ、食物の食感が良く、ユーザー体験を向上させる。
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【００６４】
　本発明の一実施例において、カッターヘッド１０４の中心軸線は、カッター１０６の軸
線と重なっており、カップ本体１０２の中心軸線との間に、偏心距離Ｌ２があることが好
ましい。
【００６５】
　この実施例において、図５に示すように、カッターヘッドベース円の円心ＯＰを通るカ
ッターヘッド１０４の中心軸線が、カッターの軸線ＯＫを通るカッター１０６の軸線と重
なっており、カップ本体ベース円の円心ＯＣを通るカップ本体１０２の中心軸線との間に
、偏心距離Ｌ２がある。即ちカップ本体輪郭が偏心し、同時にカップ本体の中心軸線は、
カッターヘッド１０４の中心軸線とカッター１０６の軸線に対して、偏心距離Ｌ２がある
。このような偏心構造を採用したカップ本体１０２によって、食物攪拌を行うことで、攪
拌のスワール効果を改善し、カッター１０６が食物を粉砕することに有利であり、さらに
攪拌性能を向上させ、食物の食感が良く、ユーザー体験を向上させる。
【００６６】
　本発明の一実施例において、カップ本体１０２の中心軸線は、カッター１０６の軸線と
重なっており、カッターヘッド１０４の中心軸線との間に、偏心距離Ｌ３があることが好
ましい。
【００６７】
　この実施例において、図６に示すように、カップ本体ベース円の円心ＯＣを通るカップ
本体１０２の中心軸線が、カッターの軸線ＯＫを通るカッター１０６の軸線と重なってお
り、カッターヘッドベース円の円心ＯＰを通るカッターヘッド１０４の中心軸線との間に
、偏心距離Ｌ３がある。即ちカップ本体輪郭の偏心と、カップ本体１０２とカッター１０
６とは同軸であり、カッターヘッド１０４の中心軸線との間に偏心距離Ｌ３があることを
組み合わせている。この偏心構造を採用することによって、攪拌のスワール効果を改善し
、カッター１０６が食物を粉砕することに有利であり、さらに攪拌性能を向上させ、食物
の食感が良く、ユーザー体験を向上させる。
【００６８】
　本発明の一実施例において、カップ本体１０２の中心軸線と、カッターヘッド１０４の
中心軸線との間に、偏心距離Ｌ４があり、カッターヘッド１０４の中心軸線と、カッター
１０６の軸線との間に、偏心距離Ｌ５があり、カップ本体１０２の中心軸線と、カッター
１０６の軸線との間に、偏心距離Ｌ６があることが好ましい。
【００６９】
　この実施例において、図７に示すように、カップ本体ベース円の円心ＯＣを通るカップ
本体１０２の中心軸線、カッターの軸線ＯＫを通るカッター１０６の軸線、及びカッター
ヘッドベース円の円心ＯＰを通るカッターヘッド１０４の中心軸線の間に、いずれも偏心
距離があり、この偏心構造を採用することによって、攪拌のスワール効果を更に改善し、
カッター１０６が食物を粉砕することに有利であり、さらに攪拌性能を向上させ、食物の
食感が良く、ユーザー体験を向上させる。カップ本体の中心軸線、カッターの中心軸線、
及びカッターヘッドの中心軸線が非直線又は非平行の時に、各中心軸線間の距離とは、各
中心軸線と任意の同一横断面との交点間の距離を示す。
【００７０】
　本発明の一実施例において、輪郭線における異なる点からベース円の円心までの距離か
ら、ベース円半径をマイナスした絶対値である輪郭偏心距離を更に含み、カップ本体１０
２の輪郭偏心距離はＬ７であり、カッターヘッドの輪郭偏心距離はＬ８であることが好ま
しい。
【００７１】
　この実施例において、一態様として、カップ本体１０２輪郭自身が偏心し、カップ本体
１０２の輪郭偏心距離はＬ７である。一態様として、カップ本体の輪郭偏心距離はＬ７で
あり、カッターヘッドの輪郭偏心距離はＬ８である。偏心構造によって、スポイラー効果
を改善し、さらに破砕性能を向上させる。
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【００７２】
　本発明の一実施例において、偏心距離Ｌ１、偏心距離Ｌ２、偏心距離Ｌ３、偏心距離Ｌ
４、偏心距離Ｌ５及び偏心距離Ｌ６のとる値の範囲は、それぞれ、０ｍｍ≦Ｌ１≦５０ｍ
ｍ、０ｍｍ≦Ｌ２≦５０ｍｍ、０ｍｍ≦Ｌ３≦５０ｍｍ、０ｍｍ≦Ｌ４≦５０ｍｍ、０ｍ
ｍ≦Ｌ５≦５０ｍｍ、０ｍｍ≦Ｌ６≦５０ｍｍであり、カップ本体の輪郭偏心距離Ｌ７、
カッターヘッドの輪郭偏心距離Ｌ８のとる値の範囲は、それぞれ、０ｍｍ≦Ｌ７≦１００
ｍｍ、０ｍｍ≦Ｌ８≦１００ｍｍであることが好ましい。
【００７３】
　この実施例において、合理的な偏心距離を設置することによって、最適なスポイラー効
果を実現し、攪拌性能を向上させる。
【００７４】
　本発明の一実施例において、カッターヘッド１０４とカップ本体１０２とは一体構造又
は別体構造であることが好ましい。
【００７５】
　この実施例において、一態様として、カッターヘッド１０４とカップ本体１０２とは一
体構造であり、安定性が良く、取付し易く、生産効率を向上させる。一態様として、カッ
ターヘッド１０４とカップ本体１０２とは別体構造であり、取外・メンテナンスし易いが
、カッターヘッド１０４とカップ本体１０２との密封性を保証するために、カッターヘッ
ド１０４とカップ本体１０２との間に、リングシールを設けることが好ましい。
【００７６】
　本発明の一実施例において、カップ本体１０２の横断面は凸円形であり、及び／又は、
カッターヘッド１０４の横断面は凸円形であることが好ましい。
【００７７】
　この実施例において、一態様として、カップ本体１０２の横断面は凸円形であり、一態
様として、カップ本体１０２とカッターヘッド１０４の横断面のいずれも凸円形である。
不規則的な曲線で偏心を作ることによって、カップ本体１０２のスポイラー効果を改善し
、カッター１０６が食物を粉砕することに有利であり、さらに攪拌性能を向上させる。本
発明は、更に好ましいのは、凸円形は楕円であり、具体的な実施例において、カップ本体
１０２の横断面は楕円であり、このような構造のカップ本体１０２は加工し易く、同時に
カッターヘッド１０４の中心軸、カッター１０６の中心軸、及びカップ本体１０２の中心
軸をそれぞれ楕円の二つの焦点に配置して、偏心を形成することで、構造が簡単であり、
操作し易く、且つカップ本体１０２のスポイラー効果が更に改善でき、カッター１０６が
食物を粉砕することに有利であり、さらに攪拌性能を向上させる。具体的な実施例におい
て、一態様として、楕円は二つ焦点Ｆ１とＦ２を有し、カッターヘッド１０４の中心軸と
、カッター１０６の中心軸とは、楕円の二つの焦点Ｆ１とＦ２のうちの一つに同軸に配置
し、カップ本体１０２の中心軸は、楕円の二つの焦点Ｆ１とＦ２のうちのもう一つに配置
する。一態様として、カッターヘッド１０４の中心軸とカッター１０６の中心軸とが、同
軸ではなく、それぞれ楕円の二つの焦点Ｆ１とＦ２のうちの一つに位置し、カップ本体１
０２の中心軸を、カッターヘッド１０４の中心軸とカッター１０６の中心軸のうちの一方
と同軸とする。一態様として、カッターヘッド１０４の中心軸とカッター１０６の中心軸
とが、同軸ではなく、それぞれ楕円の二つの焦点Ｆ１とＦ２のうちの一つに位置し、カッ
プ本体１０２の中心軸、カッターヘッド１０４の中心軸、及びカッター１０６の中心軸の
いずれも同軸ではなく、カップ本体１０２の中心軸が、楕円の二つの焦点Ｆ１とＦ２以外
の点に位置する。以上は一部の実施例に過ぎず、本申請の保護範囲はこれに限らず、カッ
プ本体１０２の中心軸、カッターヘッド１０４の中心軸、及びカッター１０６の中心軸の
配置位置は、最適な効果を実現するように、具体的な状況によって実施する。
【００７８】
　本発明の一実施例において、図２に示すように、カップ壁は、前記カップ本体１０２の
外壁と内壁とを含み、カップ本体１０２の輪郭線は、カップ本体１０２の外壁とカップ本
体１０２の外壁横断面との交線であり、又は、カップ本体１０２の輪郭線は、カップ本体
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１０２の内壁とカップ本体１０２の内壁横断面との交線であることが好ましい。
【００７９】
　この実施例において、カップ本体１０２の輪郭線は、カップ本体１０２の外壁とカップ
壁横断面との交線、即ちカップ本体の内輪郭線１１０４であっても良く、カップ本体１０
２の内壁とカップ壁横断面との交線、即ちカップ本体の外輪郭線１１０２であっても良い
。様々な方法で輪郭線が得られ、且つ同一輪郭線における異なる点から、前記カッターヘ
ッド１０４における前記ベース円の円心までの距離が異なり、偏心構造を形成して、さら
にスワール効果を改善し、攪拌性能を向上させる。
【００８０】
　本発明の一実施例において、カッター１０６は、少なくとも２セットのナイフブレード
を含み、各セットのナイフブレードは、少なくとも２枚のブレード１２６を含み、１セッ
トのナイフブレードのブレード１２６が下向きに傾いて延伸し、１セットのナイフブレー
ドのブレード１２６が上向きに傾いて延伸し、又は、１セットのナイフブレードのブレー
ド１２６が水平に延伸し、１セットのナイフブレードのブレード１２６が、上向き又は下
向きに傾いて延伸することが好ましい。
【００８１】
　この実施例において、複数のセットのナイフブレードを設け、且つ各セットのナイフブ
レードの延伸角度が異なることによって、カップ本体のスポイラー効果を更に向上させ、
カッター１０６と食物との接触面積を増加して、食物に対する複数回の破砕を実現して、
食物の破砕がもっと徹底的になり、食物の食感が良く、ユーザー使用の満足度を向上させ
る。
【００８２】
　本発明の一実施例において、カッター１０６は２セットのナイフブレードであり、それ
ぞれは、第１のナイフブレード１２２と第２のナイフブレード１２４であり、各セットの
ナイフブレードは２枚のブレード１２６からなり、第１のナイフブレード１２２のブレー
ド１２６は、傾斜部と水平部を含み、傾斜部がカッターヘッドの中心軸線に接近し、水平
部がカッターヘッドの中心軸線から離れ、第１のナイフブレード１２２のブレード１２６
が下向きに傾いて延伸し、且つ第２のナイフブレード１２４の下方に設けられ、第２のナ
イフブレード１２４のブレード１２６が上向きに傾いて延伸することが好ましい。
【００８３】
　この実施例において、２セットナイフブレードを設ける。第１のナイフブレード１２２
が第２のナイフブレード１２４の上方に設けられ、且つ第１のナイフブレード１２２のブ
レード１２６が下向きに延伸し、第２のナイフブレード１２４の方向は上向きに延伸し、
延伸方向が逆となる。上方両側のナイフブレードを設けることで、カッター１０６と食物
との接触面積を十分に増加し、破砕効率を向上させる。ブレード１２６の延伸方向を逆方
向に設けることで、高さが異なるスポイラー効果と破砕効果を更に改善して、食物破砕効
率を全体的に向上させ、破砕効果も改善され、食物の食感及びユーザーの使用体験を向上
させる。
【００８４】
　本発明の一実施例において、第１のナイフブレード１２２と第２のナイフブレード１２
４とは一体構造であることが好ましい。
【００８５】
　この実施例において、２セットのナイフブレードを一体構造に設けることで、カッター
１０６の全体的な強度を増加し、カッター１０６の使用の信頼性を保証し、カッター１０
６の使用寿命を延ばし、且つ一体式のカッター１０６であるため、メンテナンスと取付し
易く、生産効率を向上させる。
【００８６】
　本発明の一実施例において、カップ本体１０２内にはスポイラーリブ１１２が設けられ
、カップ本体１０２にはカップ蓋１１６が設けられ、カップ蓋１１６には投入口１１８が
設けられ、投入口１１８には投入口カバー１２０が設けられていることが好ましい。
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【００８７】
　この実施例において、カップ本体１０２内には、スポイラーリブ１１２を設けることに
よって、スポイラー効果と破砕効果を更に改善し、カップ本体１０２に、カップ蓋１１６
を設けることで、カップ本体１０２が食物を破砕する過程における飛散で、環境衛生に影
響することがないように保証する。更に、カップ蓋１１６には、投入口１１８を設けする
ことで、投入し易くなり、カップ蓋１１６を頻繁に開けることを避け、操作ステップを減
少できる。カップ本体１０２内に不純物が入らないことを保証するために、投入口１１８
には、投入口カバー１２０が設けられ、投入完了後、投入口カバー１２０で投入口１１８
を閉めて、使用衛生を保証する。
【００８８】
　本発明の一実施例において、カップ本体１０２が設置されるカップ台１１４を更に含み
、カップ本体１０２とカップ台１１４とが、螺合接続されるか、又は係着されることが好
ましい。
【００８９】
　この実施例において、カップ本体１０２がカップ台１１４に設置され、カップ本体１０
２とカップ台１１４とが螺合接続され、又は係着され、構造が簡単であり、取付と取外し
易く、生産効率を向上させ、生産コストを低減する。
【００９０】
　本発明の一実施例において、カッターヘッド１０４とカップ本体１０２との間に、リン
グシールが設けられ、カップ本体１０２とカップ台１１４とが螺号接続されることにより
、カッターヘッドをカップ本体１０２の底部に押し付けて固定することが好ましい。
【００９１】
　この実施例において、カッターヘッド１０４とカップ本体１０２との間にリングシール
を設けることで、カップ本体１０２とカッターヘッド１０４との間の密封効果を保証し、
更に、カップ本体１０２とカップ台１１４とが螺合接続され、カッターヘッド１０４をカ
ップ本体１０２の底部に押しつけて、カッターヘッド１０４の固定に更に有利であり、使
用安全性を保証する。
【００９２】
　本発明の一実施例において、食物調理器は、ブレンダー、ミキサー、ジューサーを含む
ことが好ましい。
【００９３】
　この実施例において、偏心攪拌機能を備える食物調理器は、ブレンダー、ミキサー、ジ
ューサー、豆乳マシンなどを含み、偏心設計によって、スワール効果を改善して、攪拌性
能を向上させ、食物の食感が良く、ユーザー体験を向上させる。
【００９４】
　図１０及び図１１に示すように、本発明で提供する食物調理器の具体的な実施例に係る
ブレンダーは、主に、カップ本体部品、攪拌カッター１０６、カッターヘッド１０４、及
び攪拌カップ台１１４を含み、攪拌カッターがカッターヘッド１０４上に設けられ、カッ
プ本体部品とカッターヘッド１０４とが連結され、カプラー１３４が攪拌カップ台１１４
上に設けられる。カップ本体部品は、ミキシングカップ本体１０２と、ミキシングカップ
本体の上に位置されるカップ蓋１１６と、を含み、カップ蓋１１６には、投入口１１８が
設けられ、投入口１１８には、投入口カバー１２０が設けられ、カップ蓋１１６とミキシ
ングカップ本体１０２との間にカップ蓋リングシール１２８が設けられ、ミキシングカッ
プ本体１０２とカッターヘッド１０４とが別体構造であるとき、ミキシングカップ本体１
０２とカッターヘッド１０４との間に、ミキシングカップリングシール１３０とカッター
ヘッドリングシール１３２が設けられる。カップ本体が偏心するか、又は、カップ本体の
軸線と、カッターヘッドの軸線と、カッターの軸線とが相対的に偏心する構造を採用する
ことによって、食物のスポイラー効果が有効的に改善でき、食物の食感が良く、ユーザー
の使用満足度を向上させる。
【００９５】
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　本明細書の説明において、明確且つ具体的な限定がない限り、用語である「複数の」は
、二つ又は二つ以上である。限定又は説明がない限り、「取付け」、「連結」、「接続」
、「固定」などの用語の意味は広く理解されるべきであり、例えば、「接続」は固定接続
であっても、取り外し可能な接続であっても、又は一体的に接続であってもよく、「連結
」は直接的に連結することや、中間媒体を介して間接的に連結することも可能である。当
業者にとって、具体的な状況に応じて上記用語の本発明中の具体的な意味を利用すること
ができる。
【００９６】
　明細書の記載において、「一実施例」、「一部の実施例」、「具体的な実施例」等の説
明は、当該実施例又は例示的に説明した具体的な特徴、構造、材料又は特点が本発明の少
なくとも一実施例又は実例に含まれることを意味する。本明細書において、上記用語の説
明は同一の実施例又は実例を意味するものではない。そして、説明した具体的な特徴、構
造、材料又は特点はいずれかの一つ又は複数の実施例又は実例で適切な方式で結合するこ
とができる。
【００９７】
　以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。当業者であ
れば本発明に様々な修正や変形が可能である。本発明の精神や原則内での全ての修正、置
換、改良などは本発明の保護範囲内に含まれる。 
【００９８】
　ここで、図１乃至図１１における符号と部材名との対応関係は以下のとおりである。
　１：食物調理器、１０２：カップ本体、１０４：カッターヘッド、１０６：カッター、
１０８：カップ本体ベース円、１１０：カップ本体輪郭線、１１０２：外輪郭線、１１０
４：内輪郭線、１１２：スポイラーリブ、１１４：カップ台、１１６：カップ蓋、１１８
：投入口、１２０：投入口カバー、１２２：第１のナイフブレード、１２４：第２のナイ
フブレード、１２６：ブレード、１２８：カップ蓋リングシール、１３０：ミキシングカ
ップリングシール、１３２：カッターヘッドリングシール、１３４：カプラー。
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